
総合政策部

運営方針

【重点施策とめざす方向】 【実績】
第５次総合計画などの推進 目標どおり達成

　第５次総合計画後期基本計画及び第２期総合
戦略、国土強靭化地域計画に基づき、市長が掲
げるスマートシティの実現を推進するととも
に、行政経営改革プランに基づき、施策の選択
と集中を図りながら、総合計画第８期実施計画
を着実に実行していきます。併せて、本市が持
つ魅力や可能性を最大限に活かすために、ブラ
ンディング事業を推進します。
　また、ふるさと納税（企業版ふるさと納税を
含む）の拡充などの歳入確保や公民連携による
民間活力のさらなる活用に取り組みます。 ⇒

　第５次総合計画後期基本計画、第２期総合戦
略及び国土強靭化地域計画に基づき、重点施策
を設定するなど施策の選択と集中を図りまし
た。物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
などの臨時的な財源を効果的に活用し、総合計
画第９期実施計画を策定しました。
　ブランディング事業は、庁内プロジェクト
チームを立ち上げ勉強会等を実施するなど、イ
ンナーブランディングを進めました。
　ふるさと納税は、国の基準運用の変更により
令和３年度より一部謝礼品が扱えなくなりまし
たが、事業者と連携した新規謝礼品や寄附方法
の充実に努め、歳入確保を図りました。
　また、企業版ふるさと納税（人材派遣型）の
活用や、事業者と連携した地域の移動支援モデ
ル構築に向けた取り組みを市内複数個所で展開
するなど、公民連携による民間事業者のノウハ
ウや資源を活かしたまちづくりにも取り組みま
した。

職員の意欲・能力の向上と働きやすくやりがい
のある職場づくり

目標どおり達成

　職員人材育成基本方針に基づき、研修等によ
り若手職員の能力開発、女性職員の活躍推進、
管理職のマネジメント能力の向上に取り組みま
す。
　また、社会人等や福祉分野の専門職など、幅
広い年代・職種の採用について検討を進めるな
ど、時代の変化による市民ニーズに対応できる
多様で優秀な人材の確保に取り組みます。
　さらに、時間外勤務の抑制や年次休暇の取得
を推進するなど、働き方改革を推進します。

⇒

　職員人材育成基本方針に基づき、職員の階層
別研修や若手職員のＯＪＴを実施し、職員の意
欲と能力向上に取り組みました。
　また、女性職員を研修派遣するなど活躍推進
に向けた取組みを行った他、管理職を対象とし
たマネジメント能力向上のための研修を実施し
て良好な職場環境の構築に努め、時間外勤務の
抑制や年次休暇の取得促進など、ワーク・ライ
フ・バランスの確保に努めるなど働き方改革を
推進しました。

令和５年度部局運営方針実績

効果的・効率的な行政運営の推進
　第５次総合計画後期基本計画及び第２期総合戦略、国土強靭化地域計画等に基づき、市長が掲
げるスマートシティの実現を図るため、総合計画第８期実施計画を着実に推進するとともに、行
政経営改革プランに基づき、施策の選択と集中を図りながら、限りある資源で最良のサービスを
提供できるよう、効率的・効果的に行政運営を推進します。
　また、市民から信頼される職員をめざして、職員の意欲と能力の向上を図るとともに、効果
的・効率的な広報プロモーションの推進、様々な機会を通じた広聴機能の充実、人権施策推進プ
ランに基づく人権施策の推進や人権啓発の充実など、市政全般にかかる施策推進に取り組んでい
きます。



効果的な広報プロモーションの推進と広聴機能
の充実

ほぼ目標どおり達成

　広報紙や市ホームページ、ＳＮＳを活用し、
市内外に対して本市の魅力を効果的に発信、市
のイメージ向上を図ります。
　また、市民と市長との意見交換会、書面や市
ホームページなどを通じて、広く市民の声の聴
取に努めます。 ⇒

　市政情報や市の魅力ある取り組みなどについ
て、見やすく分かりやすく整理し、広報紙や市
ホームページ、ＳＮＳによる効果的な情報発信
に努めました。
　また、市長とのおしゃべり集会やＳＮＳを活
用した簡易アンケートの実施のほか、書面や市
ホームページのお問い合わせフォームなどを通
じて、広く市民の声の把握に努めました。

人権施策推進プランの推進および人権啓発の
充実

目標どおり達成

　人権施策推進プランに基づき、人権・平和啓
発事業を推進し、人権・平和意識の醸成に取り
組みます。
　男女共同参画計画（第４期）に基づき、男女
共同参画の促進を図り、男女共同参画意識の向
上に務めます。

⇒

　人権・平和啓発については、人権施策推進プ
ランに基づき、河内長野市人権協会と連携し、
人権を考える市民の集いや、愛・いのち・平和
展等を開催し、人権・平和意識の醸成に努めま
した。
　また、性の多様性への理解を深め、個性が尊
重される社会の実現に向けて、庁内各課が使用
する各種申請書等における性別欄の見直しを実
施しました。
　男女共同参画については、講演会や、パープ
ルライトアップを実施し、男女共同参画意識の
醸成に努めました。
　女性特有の課題に対しては、女性のための相
談（対面・電話）に加え、対面による出張相談
を実施し、困りごとを抱える女性に対し丁寧で
寄り添った相談に取り組みました。


